
西条市自転車活用推進計画(案)の概要
計画の背景と目的・位置づけ・期間・区域
〇背景と目的 自転車の活用による環境負荷の低減、国民の健康増進等を図ることなどを
課題に、交通の安全確保を図りつつ、自転車の利用を推進し、交通における自動車への依
存度を低減することによって、公共の利益の増進に資すること等を基本理念とする「自転
車活用推進法」第11条に基づき、本計画を策定し、自転車を活用したまちづくりを一層推
進し、更なる自転車利用の促進により地域振興を図る。

〇位置づけ 国が策定する「自転車活用推進計画」、愛媛県が策定する「自転車新文化推
進計画画」及び本市の「西条市総合計画」を上位計画とし、本市の各種関連施策との整合
を図る。また、「西条市自転車ネットワーク計画」の内容を本計画内に位置付ける。

〇期間 令和7年度から令和16年度のおおむね10年間 〇区域 西条市内全域


